
肝臓レシピエントに係る待機 inactive制度について（案） 

 

１．概要 

 ○ 肝臓移植希望者（レシピエント）が、感染症等の医学的理由により当面の

間移植を受けられない場合又は容体が落ち着いており当面の間移植を受け

る意思がない場合に、（社）日本臓器移植ネットワーク（以下「ネットワー

ク」という。）にその旨を事前に報告しておき、一時的に臓器あっせんの対

象から除外する。 

 

２．具体的手順 

 

（１）移植希望者（レシピエント）が、感染症等の医学的理由により当面の間

移植を受けられない状態であると確認された場合又は容体が落ち着いてお

り当面の間移植を受ける意思がない場合は、患者と主治医が話し合いの上

で、各移植施設のネットワーク登録医師からネットワークへ書面により連

絡する。 

 

（２）（１）の連絡があった場合において、ネットワークは、移植施設に対して、

当該移植希望者（レシピエント）を「待機 inactive 制度」の対象とした旨

の連絡を行う。 

 

（３）また、移植希望者（レシピエント）が、医学的理由により移植を受けら

れない状態ではないと確認され、かつ、移植を希望した場合、各移植施設

のネットワーク登録医師から、ネットワークへ書面により連絡する。 

 

（４）（３）の連絡があった場合において、ネットワークは、移植施設に対して、

当該移植希望者（レシピエント）を「待機 inactive 制度」の対象から外し

た旨の連絡を行う。 

 

（５）なお、「待機 inactive制度」を利用している期間も、移植希望者（レシ

ピエント）の待機期間の算定の対象となる。 
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